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あじさい館第一会議室
千代田庁舎防災

センター２階会議室
働く女性の家
２階研修室

9：00 ～ 11：30 13：00 ～ 16：00
    9：00 ～ 11：30
  13：00 ～ 16：00

    9：00 ～ 11：30
  13：00 ～ 16：00

2 月 14 日（月）
還付申告

2 月 15 日（火）

2 月 16 日（水） 風返、高賀津、平、宮下 北ノ坊、中道、富士見台

市内全地区

2 月 17 日（木） 田子内、小津、新屋敷
柏崎先浜、柏崎下宿、

柏崎横町

2 月 18 日（金）
柏崎上宿、小常、田端、

出戸、芝久保
下高野、下軽部、富士寮

2 月 20 日（日）

2 月 21 日（月） 赤塚東、赤塚西、松本、島ノ内 崎浜、加茂団地、平川、御殿

七会地区
2 月 22 日（火） 川尻、内加茂、戸崎原 戸崎、大前、田宿

2 月 23 日（水）
西原、深谷中台、男神、上大堤、
三ツ木、教職員住宅、日大寮

深谷一、深谷二、深谷三、
深谷団地、筑見

2 月 24 日（木）
深谷上郷、深谷下郷、

四ヶ村、堤
下原、毘沙門堂、八千代台、

牧ノ内
下稲吉・稲吉地区

2 月 25 日（金）
幕田、南根本、大成、

牧ノ内第二
大和田第一、第二、第三、第四、 

サンシャインつくば

2 月 27 日（日） 市内全地区 市内全地区 市内全地区

2 月 28 日（月）
房中、上高谷２、上高谷３、

宮馬場、千鳥ヶ丘
八田、兵庫峰、浜、

緑ヶ丘、霞台

志筑地区
3 月 1 日（火）

有河、牛渡下郷、
牛渡上郷、上高谷

根山、柳梅、外葉、
松崎、心道学園

3 月 2 日（水）
西成井上宿、西成井下宿、

西成井横町、上軽部、
東京製綱筑波寮

堂山、馬場、馬場山、小原、
巽台、酒井住宅、原巻

3 月 3 日（木）
天王町、金川、荻平、荻平本郷、

新宿、三ツ谷風返、巾木免
飯岡、天神、天神第一、
ピソ天神、かんだつ住宅 稲吉東、稲吉南、

角来地区
3 月 4 日（金）

新生、神立開拓、共栄、
大和、希望ヶ丘

三晃ｱﾊﾟｰﾄ、鹿ノ山一、鹿ノ山二、
鹿ノ山三、東宝ランド、南野

3 月 7 日（月）
坂東、大平、上東、二ノ宮、

大寿
坂有河、西方、折越、

志戸崎西一、志戸崎西二

新治地区
3 月 8 日（火）

志戸崎西三、志戸崎中、
志戸崎東一、志戸崎東二

横須賀、根本前原、
北前原、後路

3 月 9 日（水） 山田、石田、沖ノ内 上根、田伏中台、霞

3 月 10 日（木）
～ 3 月 15 日（火）
（土日を除く）

市内全地区 市内全地区

税 申 告 相 談 の日 程 と 仕 方税 申 告 相 談 の日 程 と 仕 方

市内の相談会場と対象者

会場および

時間

平成 23 年

◆各会場の開錠は 8:00 です。◆ 午前中の受付が 80 人になり次第午後の受付を開始します。

 ■ 問い合わせ先：税務課市民税係　☎ 0299-59-2111/029-897-1111  内線 1128 ～ 1130

--------------------------------------------------------  申告会場 案合図  --------------------------------------------------------
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申告は税額を算出する目的と併せて、所得証明書・非課税証明書の交付などに必要です。
期間内に必ず申告をしましょう。

○�

給
与
所
得
者
で
、勤
務
先
か
ら
の

給
与
支
払
報
告
書
が
市
へ
提
出
さ

れ
て
い
な
い
方

○�

主
た
る
給
与
の
ほ
か
に
収
入
の
あ

る
方

○�

農
業
、営
業
、不
動
産
、利
子
、配
当
、

年
金
、雑
、一
時
、譲
渡
な
ど
の
所
得

や
、原
稿
料
、講
演
料
な
ど
の
収
入

が
あ
っ
た
方（
農
業
所
得
は
、自
作

･

他
作
に
か
か
わ
ら
ず
耕
作
収
入

が
あ
っ
た
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、出
荷
し
な
く
て
も
収
穫
が
あ

っ
た
場
合
は
、農
業
所
得
と
な
り
ま

す
。）

○�

収
入
は
な
い
が
、誰
の
扶
養
に
も
な

っ
て
い
な
い
方

　
�

※
扶
養
に
な
っ
て
い
る
方
で
も
、申

告
者
が
市
外
に
居
住
さ
れ
て
い
る

場
合（
単
身
赴
任
な
ど
）は
申
告
が

必
要
で
す
。

　

申
告
の
内
容
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま

で
す
が
、印
鑑
と「
所
得
」、「
所
得
控

除
」に
関
す
る
証
明
書
が
必
要
で
す
。

具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

○�

給
与
所
得
や
公
的
年
金
な
ど
の
源

泉
徴
収
票（
原
本
）

○�

市
内
に
住
民
票
の
な
い
家
族
を
扶

養
す
る
場
合
、対
象
者
の
住
所
・
氏

　

名
・
生
年
月
日

○�

平
成
22
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
年

金
保
険
料
控
除
証
明
書
・
生
命
保

険
料
・
損
害
保
険
料
控
除
証
明
書

○�

事
業
所
得
、農
業
所
得
、不
動
産
所

得
な
ど
の「
収
支
内
訳
書
」

　

�

※
経
費
と
す
る
固
定
資
産
税
額
は
、

固
定
資
産
税
領
収
書
や
課
税
明
細

書
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

○�

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
医
療

費
の
明
細
書

　

�

※
領
収
書
の
日
付
が
平
成
22
年
１

月
１
日
か
ら
平
成
22
年
12
月
31
日

ま
で
の
も
の
で
、受
診
者
別
・
病
院

別
に
集
計
し
て
く
だ
さ
い
。保
険
金

に
よ
る
補
て
ん
金
が
あ
る
場
合
は
、

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○�

還
付
の
場
合
は
、本
人
名
義
口
座
の

金
融
機
関
名
と
口
座
番
号

○�

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
場
合
は
、家
屋（
土
地
も
取
得
し

た
方
は
土
地
も
）の
登
記
簿
謄
本
・

住
民
票
・
請
負(

売
買)

契
約
書
の

写
し
、住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借

入
金
の
年
末
残
高
証
明
書
。増
改

築
の
場
合
は
、建
築
確
認
済
証
の

写
し
、ま
た
は
増
改
築
等
工
事
証

明
書
。長
期
優
良
住
宅
の
場
合
は
、

長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
の
認

定
通
知
書
の
写
し
、住
宅
用
家
屋

証
明
書
も
し
く
は
そ
の
写
し
ま
た

は
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
証
明

書
。

　

確
定
申
告
は
、各
相
談
会
場
で
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、相
談
会

場
は
大
変
混
雑
し
て
い
ま
す
。自
分
で

作
成
で
き
る
方
は
、次
の
方
法
で
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
郵
送
で
提
出
す
る
場
合

　

自
分
で
確
定
申
告
書
に
必
要
事
項

を
記
載
し
て
完
成
で
き
た
場
合
は
、郵

送
な
ど
で
税
務
署
へ
提
出
で
き
ま
す
。

ま
た
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.nta.go.jp

）の「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」を
利
用
し
、プ
リ

ン
タ
で
印
刷
し
た
も
の
へ
源
泉
徴
収

票
等
の
必
要
書
類
を
添
付
し
て
税
務

署
に
郵
送
な
ど
で
提
出
で
き
ま
す
。

●
電
子
申
告
で
申
請
す
る
場
合

　

電
子
証
明
書
付
の
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
グ

ラ
イ
ダ
を
準
備
し
、事
前
に
登
録
し

ま
す
。詳
し
く
は
、ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.e-tax.nta.

go.jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問い合わせ先
●市税に関すること
　市税務課　☎ 0299-59-2111 ／ 029-897-1111
　内線 1128・1129・1130
●所得税に関すること　土浦税務署　☎ 029-822-1100

税申告相談をご利用ください

2 月１４日～ 3 月15日
申告相談の日程と場所は次ページを参照ください。
個人事業者の消費税や地方消費税は3月31日（木）が申告・納付の期限となります。

◆
対
象
者

◆
申
告
方
法

◆
申
告
に
必
要
な
も
の

月 火
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税申告相談の日程と仕方

★
地
区
割
の
指
定
日
に
都
合
が
悪

い
方
は
、
申
告
期
間
内
の
都
合

の
良
い
日
、
場
所
で
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
各
会
場
は
大

変
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
ご
来
場

く
だ
さ
い
。

★�

申
告
期
間
中
、
税
務
課
窓
口
で

の
申
告
受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ

ん
。

★�

申
告
書
を
自
分
で
記
入
（
計
算
）

で
き
る
方
は
記
入
し
た
申
告
書

を
土
浦
税
務
署
に
郵
送
す
る
か
、

市
の
申
告
会
場
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

★�

還
付
申
告
は
、
２
月
14
日
以
前

で
も
土
浦
税
務
署
で
受
け
付
け

て
い
ま
す
の
で
早
め
の
申
告
を

心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

★�

青
色
申
告
・
過
年
度
申
告
・
消
費

税
・
贈
与
税
・
相
続
税
・
譲
渡
所

得
（
株
・
不
動
産
な
ど
を
売
っ
た

所
得
）
・
先
物
取
引
等
・
雑
損
控

除
（
盗
難
・
災
害
に
よ
る
損
失
）・

外
国
人
の
方
な
ど
高
度
な
判
断

を
要
す
る
確
定
申
告
は
、
税
務

署
で
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

★�

市
で
は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
書
、

各
種
収
支
内
訳
書
（
農
業
・
一
般
・

不
動
産
）
は
送
付
し
ま
せ
ん
の

で
、
自
主
申
告
を
さ
れ
る
方
は
、

市
役
所
各
庁
舎
・
各
出
張
所
の

窓
口
で
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

市外の相談会場と対象者

土浦税務署の
住宅取得控除説明会

税理士会 土浦支部の
所得税還付申告相談

【対象者】
年末調整済の給与所得者で、平成 22
年中に新規に住宅を取得などし、住
宅借入金等特別控除を受けられる方

【期間】
2 月 1 日（火）～ 2 月 4 日（金）

【受付時間】
10：00  ～ 10：30、13：30 ～ 14：00

【説明時間】
10：30 ～ 12：00、14：00 ～ 15：30

【場所】
イーアスつくばイーアスホール

【対象者】
・給与所得者で医療費控除などを受
けられる方

・中途退職した方などで、給与所得の
年末調整がお済みでない方

・所得が公的年金等にかかる雑所得
のみの方で、医療費控除や社会保険
料控除などを受けられる方

【会場①　期間】
2 月 1 日（火）～ 2 月 22 日（火）
土日祝日を除く

【受付時間】
9：15  ～ 11：00、
13：00 ～ 15：00

【場所】
つくば市役所２階研修室１

（つくば市苅間 2530-2）
【会場②　期間】

2 月 2 日（水）～ 2 月 10 日（木）
土日祝日を除く

【受付時間】
9：15  ～ 11：00、
13：00 ～ 15：00

【場所】
税理士会税務相談所

（土浦市東真鍋 2-5　土浦市民会館
となり）

土浦税務署での
申告相談

【対象者】
すべての対象者

【期間】
2 月 16 日（水）～ 3 月 15 日（火）
ただし、年末調整が済んでいない方
や医療費控除、住宅借入金等特別控
除などで還付申告の対象となる方な
どは、16 日以前に提出することができ
ます。
なお、個人事業者の消費税および地
方消費税は 3 月 31 日（木）まで。
基本的に土日祝日を除きますが、
2 月 20 日と 2 月 27 日の日曜日に限り、
申告や納付の相談を行います。（現金
納付窓口業務は行われません。）

【相談時間】
9：00  ～ 17：00
混雑時には相談時間終了前に受付を
終了することがあります。

【場所】
土浦税務署 3 号館会議室

（土浦市城北町 4-15）

  
税
務
課
か
ら
の

　  
　
　
　
お
願
い

いずれの問い合わせも
土浦税務署申告案内窓口
☎ 029-822-1100
※所得税、消費税および
贈与税の申告相談は、自
動音声案内で「０」番を
選択してください。

今
年
の
申
告
の

主
な
注
意
点

1
「
寄
附
金
控
除
」
（
所
得
か

ら
引
け
る
控
除
）
の
引
き
上
げ

　

適
用
下
限
額
が
２
０
０
０
円

（
従
来
は
５
０
０
０
円
）
に
引
き

下
げ
ら
れ
た
た
め
、
２
０
０
０
円

超
の
寄
附
か
ら
「
寄
附
金
控
除
」

（
所
得
控
除
）
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
結
果
、
控
除
額
も
従
来
と
比
べ

て
３
０
０
０
円
増
え
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

2
「
政
党
等
寄
附
金
特
別
控

除
」
（
税
額
か
ら
引
け
る
控
除
）
の

引
き
上
げ

　

政
治
活
動
へ
の
寄
附
を
し
た
と

き
の「
政
党
等
寄
附
金
特
別
控
除
」

（
税
額
控
除
）
の
適
用
下
限
額
も

２
０
０
０
円
（
従
来
は
５
０
０
０

円
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

２
０
０
０
円
超
の
寄
附
か
ら
税
額

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
、
控
除
額
も
従
来
に
比

べ
て
大
き
く
な
り
ま
し
た
。


